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保護者の皆様へ 

宮若市教育委員会 

 

 

ＧＩＧＡスクール構想に基づく学習用タブレット端末の利用及び 

「持ち帰り（無償貸し出し）学習」に係る使用上のルール等について 

 

 

保護者の皆様には、日頃より本市の学校教育事業の推進に、ご理解とご協力を頂きあり

がとうございます。 

さて、子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、国のＧＩＧＡス

クール構想に基づいて、学校での学習用タブレットの活用が進められています。そこで、

子どもたちの１人１人が学校で使用しているタブレットをより効果的に活用するととも

に、コロナウイルス感染症の臨時休校等の緊急事態に対応するために「タブレットの持ち

帰り（無償貸し出し）学習」を進めて参ります。 

つきましては、タブレットの「安心・安全・快適」な学習利用のため、学校からのタブ

レット端末の貸し出しのルール等を別紙のように定めましたので、ご理解、ご協力を頂き

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

宮若市教育委員会  

 

学習用タブレット端末の利用及び、 

「持ち帰り（無償貸し出し）学習」に係る使用上のルール 

 

以下の点に関してお子様のご指導等をお願いいたします。 

 

１ 使用の目的 

 ・学校で貸し出すタブレット端末は、学習活動のために使います。 

※学習活動に関わる事以外には使用しないこと。 
 

２ 使用ルールについて  

 ・学校と家庭（学童教室等の放課後等児童預かり所）以外では使用しないこと。 

 ・使用時間の目安は以下の通りになります。 

   小学校下学年・・・３０分 

   小学校上学年・・・１時間程度 

   中学生・・・・・・１時間３０分程度 

 ・紛失したり、落としたり、水にぬらしたり等しないように十分に気をつけること。 

 ・ご家庭でのルール、約束事を決めてください。 

  （保護者の見えるところで使用する。等） 

 ・原則は学校で充電いたします。ただし、持ち帰りが長期にわたる場合、自宅で充電し

ていただきます。タブレットと共に充電器を自宅に持ち帰った後、学校へ持ってくる

ときには、自宅で十分に充電してください。 
 

３ 健康のために 

 ・タブレットを使用する時は、正しい姿勢で、目を画面に近づけないようにすること。 

 ・３０分に一度は、目を休めること。 

 ・できるだけ寝る前３０分は使わないこと。 
 

４ 安全な使用のために 

 ・学習以外の目的でインターネットを利用しないこと。 

 ・フィルタリングソフトによりインターネット利用には制限がかけられていますが、も

しも怪しいサイトに入ってしまったときは、すぐに画面を閉じてください。 

 ・持ち帰ったタブレットを他人に貸したり、使わせたりしないこと。 

 ・個人情報（名前や住所、電話番号、自分や友達・住所などが特定できる写真など）は

インターネット上に絶対にアップロードしないこと。 



 ・インターネットの向こう側にいる相手を思いやり、相手を誹謗中傷するような書き込

みなどしないこと。 
 

５ 設定の変更について 

 ・ホーム画面のアイコンの並びや位置、背景の画像、色などのタブレットの設定は、勝

手に変更はしないこと。 

 ・アプリを勝手にインストール、アンインストールしないこと。 

 ・学習で指定された以外のインターネットの動画や画像ファイルなどのダウンロードを

しないこと。 
 

６ 不具合や故障について 

 ・タブレット本体やインターネットが使えなくなり、再起動しても元に戻らない時や壊

れたり、なくしたりした場合は速やかに学校に連絡すること。 
 

７ 使用の制限について 

 ・タブレットの持ち帰りルールを正しく守れないときは、ご家庭とも連絡を取り、タブ

レットの使用を制限させていただくこともございますのでよろしくお願いします。 
 

８ 使用する端末について 

  タブレット端末には物損事故等による保証はついていません。端末は「防塵防滴・落

下衝撃耐性」（※）を兼ね備えた樹脂製の本体となっていますが、学校では、日頃より丁

寧に取り扱うことを指導しております。使用のルールを守った適切な使い方の中での故

障についてはできる限り対応いたしますが、故意によるものについての故障の修理等に

ついては、保護者の負担となる場合がありますのでご注意ください。 

  タブレット端末（MouseProP101 シリーズ） 

・定価５万円程 

・防滴→完全防水ではなく、水滴や湿気等を防ぐ程度 

・落下衝撃耐性→児童机の上からの落下（７５㎝高）を想定した落下テストに合格 
 

９ 機器と通信費について 

  各ご家庭にてインターネット通信環境（無線ＬＡＮ：Wi-Fi）または、携帯電話のテザ

リング機能を使っての接続が可能です。なお、家庭からの通信費は、各ご家庭のご負担

となります。     

 ※ 事前調査により Wi-Fi の環境が未整備のご家庭には接続用の機器（Wi-Fi ルータ

ー）を貸し出すことができます。学校まで連絡をお願いします。その場合において

は、通信を開始するために、一般の通信会社等と別途契約をしていただく必要があり

ますのでご留意ください。 


